
議案第９号 

 

江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年２月２０日提出 

 

江別市長 後 藤 好 人 

 

江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

江別市国民健康保険税条例（昭和６０年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第３項ただし書中「２２万円」を「２４万円」に改め、同条第４項中「及び被保

険者均等割額」を「、被保険者均等割額及び世帯別平等割額」に改める。 

第３条第１項中「１００分の８．３」を「１００分の８．６９」に改める。 

第４条中「２４，０００円」を「２７，１００円」に改める。 

第５条第１号中「２５，５００円」を「２６，８００円」に改め、同条第２号中「１２

，７５０円」を「１３，４００円」に改め、同条第３号中「１９，１２５円」を「２０，

１００円」に改める。 

第６条中「１００分の１．７」を「１００分の２．７２」に改める。 

第７条中「５，３００円」を「７，６００円」に改める。 

第８条第１号中「６，０００円」を「７，５００円」に改め、同条第２号中「３，００

０円」を「３，７５０円」に改め、同条第３号中「４，５００円」を「５，６２５円」に

改める。 

第９条中「１００分の１．８」を「１００分の２．０６」に改める。 

第１０条中「９，６００円」を「７，５００円」に改め、同条の次に次の１条を加える

。 

（介護納付金課税額に係る世帯別平等割額） 

第１０条の２ 第２条第４項の世帯別平等割額は、介護納付金課税世帯１世帯について４

，０００円とする。 

第２２条第１項中「２２万円」を「２４万円」に改め、同項第１号ア中「１６，８００

円」を「１８，９７０円」に改め、同号イ（ア）中「１７，８５０円」を「１８，７６０

円」に改め、同号イ（イ）中「８，９２５円」を「９，３８０円」に改め、同号イ（ウ）

中「１３，３８８円」を「１４，０７０円」に改め、同号ウ中「３，７１０円」を「５，

３２０円」に改め、同号エ（ア）中「４，２００円」を「５，２５０円」に改め、同号エ

（イ）中「２，１００円」を「２，６２５円」に改め、同号エ（ウ）中「３，１５０円」

を「３，９３８円」に改め、同号オ中「６，７２０円」を「５，２５０円」に改め、同号

に次のように加える。 



カ 介護納付金課税額に係る世帯別平等割額 １世帯について２，８００円 

第２２条第１項第２号ア中「１２，０００円」を「１３，５５０円」に改め、同号イ（

ア）中「１２，７５０円」を「１３，４００円」に改め、同号イ（イ）中「６，３７５円

」を「６，７００円」に改め、同号イ（ウ）中「９，５６３円」を「１０，０５０円」に

改め、同号ウ中「２，６５０円」を「３，８００円」に改め、同号エ（ア）中「３，００

０円」を「３，７５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，５００円」を「１，８７５円」

に改め、同号エ（ウ）中「２，２５０円」を「２，８１３円」に改め、同号オ中「４，８

００円」を「３，７５０円」に改め、同号に次のように加える。 

カ 介護納付金課税額に係る世帯別平等割額 １世帯について２，０００円 

第２２条第１項第３号ア中「４，８００円」を「５，４２０円」に改め、同号イ（ア）

中「５，１００円」を「５，３６０円」に改め、同号イ（イ）中「２，５５０円」を「２

，６８０円」に改め、同号イ（ウ）中「３，８２５円」を「４，０２０円」に改め、同号

ウ中「１，０６０円」を「１，５２０円」に改め、同号エ（ア）中「１，２００円」を「

１，５００円」に改め、同号エ（イ）中「６００円」を「７５０円」に改め、同号エ（ウ

）中「９００円」を「１，１２５円」に改め、同号オ中「１，９２０円」を「１，５００

円」に改め、同号に次のように加える。 

カ 介護納付金課税額に係る世帯別平等割額 １世帯について８００円 

第２２条第２項第１号ア中「３，６００円」を「４，０６５円」に改め、同号イ中「６

，０００円」を「６，７７５円」に改め、同号ウ中「９，６００円」を「１０，８４０円

」に改め、同号エ中「１２，０００円」を「１３，５５０円」に改め、同項第２号ア中「

７９５円」を「１，１４０円」に改め、同号イ中「１，３２５円」を「１，９００円」に

改め、同号ウ中「２，１２０円」を「３，０４０円」に改め、同号エ中「２，６５０円」

を「３，８００円」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の江別市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。 

 


